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むつ市農業委員会第６６９回総会議事録

平成２３年７月１５日（金）むつ市農業委員会総会が、むつ市役所大会議室１に

おいて開催された。

１．開催日時 平成２３年７月１５日（金）午後１４時００分から１５時３０分

２．開催場所 むつ市役所 大会議室１

３．出席した委員の番号及び氏名（３０名）

番 号 役 職 名 氏 名

１ 農 業 委 員 板 井 弘 巳

２ 〃 栁 澤 都 市 秋

３ 〃 北 上 勝 利

４ 〃 柴 田 峯 生

５ 〃 蛯 名 修 一

６ 〃 福 永 忠 雄

７ 〃 村 口 利 光

８ 〃 野 里 岩 雄

９ 〃 北 川 岩 男

１０ 〃 菅 原 靖 博

１１ 〃 工 藤 輝 雄

１２ 〃 本 山 日 満 夫

１３ 会 長 立 花 順 一

１４ 〃 水 戸 隆 璽

１５ 〃 鴨 田 輝 雄

１６ 〃 藤 澤 伊 三 郎

１７ 〃 橋 本 唯 志

１８ 〃 小 林 義 顯

１９ 〃 赤 坂 直 良

２０ 〃 嶋 影 秀 子

２１ 〃 菊 池 秀 藏

２２ 〃 立 花 幸 雄

２３ 〃 坪 清 志

２４ 〃 山 口 芳 一

２５ 〃 坂 本 正 一

２６ 〃 村 口 鉄 雄

２７ 〃 原 英 輔

２８ 〃 杉 山 武 美

２９ 会 長 職 務 代 理 者 畑 中 重 宏

３０ 農 業 委 員 中 嶋 寿 樹
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４．議事の概要

第１ 組織会について

５．会議に従事した職氏名

事務局長 手間本 富士雄

次 長 増 田 健 二

総括主幹 一 家 隆 雄

主 事 山 川 知 佳

臨時職員 大 野 香
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会 議 の 概 要

事務局 本日の会議は、一般選挙の初総会でありますので会長が互選されるま

での間地方自治法第１０７条の規定により、年長の委員が臨時に議長の

職務を行うこととなっております。それでは、臨時議長のご紹介をいた

します。

出席委員中、藤澤委員が年長委員でありますので、臨時議長をお願い

いたします。

臨時議長 ただいま、ご紹介いただきました藤澤でございます。

本日、招集されました平成２３年７月１５日の総会開会に当たり事務

局紹介のとおり地方自治法第１０７条の規定により、私が臨時に議長の

職務を行うことになりました。会長選挙まで、委員各位のご協力により

まして無事任務を果たしたいと存じます。なにとぞ、格段のご支援を賜

りますようお願い申し上げ挨拶といたします。

これより、むつ市農業委員会第６６９回総会を開催いたします。

ただいまの出席委員は３０人で、定足数に達しております。

これより、本日の会議を開きます。

臨時議長 日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。

臨時議長 日程第２、お諮りいたします。

本総会は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

各委員 異議なし。

臨時議長 ご異議がありませんので、本総会の会期は本日１日とすることに決定

いたしました。

臨時議長 日程第３、会長の互選を行います。

互選の方法は、立候補若しくは指名推薦がありますが、いかがいたし

ますか。

各委員 立候補がいいと思います。

臨時議長 立候補のご意見がありますが、これにご異議ありませんか。

各委員 異議なし。

臨時議長 ご異議がありませんので、立候補で行います。

お諮りいたします。

会長に立候補する方ございませんか。

立花委員 立花順一が立候補いたします。

臨時議長 立花順一委員が立候補いたしましたが、ご異議ありませんか。

各委員 異議なし。

臨時議長 ご異議ありませんので、立花順一委員が会長に選任されました。

臨時議長 これをもちまして、臨時議長の職務を終わらせていただきます。
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ご協力、誠にありがとうございました。

臨時議長 会長、議長席にお着き下さい。

議 長 会長は、むつ市農業委員会会議規則第８条により、会議の議長となる

ことになっておりますので、議長を務めさせていただきます。

会議を再開いたします。

議 長 日程第４、会長職務代理者の互選を行います。

互選の方法は、いずれの方法といたしますか。

各委員 議長一任

議 長 議長一任の声がありますが、これにご異議ありませんか。

各委員 異議なし。

議 長 ご異議ありませんので、議長から指名を行います。

畑中委員を会長職務代理者に指名いたします。

お諮りいたします。

会長職務代理者に畑中委員を選任することに、ご異議ありませんか。

各委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。

議 長 日程第５、議席の指定を行います。

議席の指定は、むつ市農業委員会規則第５条の規定により、あらかじ

めクジにより定めることになっておりますが、先ほど引いていただいた

クジにより決定いたしました。

議 長 これに、ご異議ありませんか。

各委員 異議なし

議 長 ご異議がないようでありますで、これで議席の決定いたします。

議 長 日程第６、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員は、会議規則第４３条の規定により、議長において

１番板井委員、２番栁澤委員を指名します。

議 長 日程第７、むつ市農業委員会に、農地部会及び農政部会設置について

を議題とします。

菅原委員 農地部会は、農地法に基づき農地等の利用関係の調整、農業の基盤強

化等を目的とし、農政部会においては、農業生産、農業経営の調査・研

究並びに農業に関する各種情報等の提供を目的として活動してきていま

す。今後の農業振興、農業問題等考えれば各部会を設置し、話し合いの

場を設けていただきたいと要望いたします。。

議 長 菅原委員から農地部会、農政部会の設置の要望がありました。

ご異議ありませんか。

各委員 異議なし

議 長 異議なしと認めます。よって、むつ市農業委員会に農地部会及び農政
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部会を設置することに決定いたしました。 事務局より説明願います。

事務局 むつ市農業委員会処務規程の別表の２に農地に関すること。３に農政

に関することが規定されています。

従いまして、農地部会及び農政部会について、各委員の要望を取り入

れ、所属を決めたいと思います。各委員に用紙をお配りしますので、希

望する部会名を記入して提出してください。

議 長 農地部会及び農政部会の部会長及び副部会長は次回の総会で決めたい

と思います。これにご異議ありませんか。

各委員 異議なし

議 長 お諮りいたします。

今般、総会に付託されました案件は、すべて終了いたしました。

これをもちまして、むつ市農業委員会第６６９回総会を閉会いたしま

す。

６．会議録署名委員

会議録署名委員 板 井 弘 巳

会議録署名委員 栁 澤 都市秋


